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今回の口蹄疫で、町が消える！と

畜産農家の人が切実な思いで話

しているのを耳にしたけれども、

地元では農家、行政などが懸命

にそれぞれの立場で必死の努力

が続けられています。 

もしかしたら、有事の際に的確な

判断と対応ができない政府では、

国を滅ぼしかねない事態を招い

てしまうのではないかという懸念を

抱いてしまうのは、果たして私だ

けでしょうか。 

政治主導を掲げる現政権であれ

ば、なおさら今回の口蹄疫の問題

で一体政治は何を主導したの

か？ もっと自覚を持って政権運

営に当たってもらわないと、障が

い福祉の問題にしても大変なこと

になるのではないかと思います。 
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６月にお誕生日を迎えられるお友達です。 
お誕生日おめでとうございます♪ 
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産まれて半年経った頃 

検診で この子変ですよ！ と言われたのが始まりでした。 

真っ黒な筒が私の周りに落ちて来た 

事を想い出します。 

それからも成長が遅れているとの事で 

病院に行きました。 

先生からの一言が、理解出来ないまま 

連れて行かれた所が、 

今では見なれ 通いなれた訓練室でしたね 

回りから 見られて 落ち込んだ事 

皆さんから どうして？ どうして？の言葉で悩む 

事ばかりで ずいぶん 自分を責めました。 が････ 

子どもの笑顔を見ていると、泣いてばかりもいられず 

外に出ることに････ 

そしたら 同じ子どもをもつ人達に会え 

いろいろ話しをしているうちに 

何かつっかえていた物がなくなり 

楽な気持ちになったような想いが残っています。 

そんな娘も１８才になり 

今は卒業後にどこに行ったらいいのかなぁ～と 

考えている毎日です。 
 

ノンタン 
 

「麦の秋」 

季語には普通使わないけ
れどなるほどなと頷かされ
る必ず由がある言葉がたく
さんあります。今の季節の
麦秋もその一例です。 
丁度今頃、麦の穂が黄色
く色付く頃を麦秋または 
麦の秋などと言い表しま
す。秋を百穀成熟の期と
し、夏ではあっても秋と言
い表します。 また、秋の
字は形成文字で音は「シ
ュウ」です。この語源 には
諸説ありますが、麦秋の場
合は「とりいれる」意の語源
（収）から来たと 考えるの
が適切でしょう。即ち麦秋
の「秋」は現代定義で言う
季節のことではなく 穀物
収穫自体を指すこととなり
ますから、夏の季語でも秋
と言う言葉を使うのは 理
に叶っているということにな
りますね。     
 

口蹄疫 
被害に遭われた皆さまに、こころ

からお見舞申し上げます。 

一日も早い事態の収拾と復興を

お祈り申し上げます。 

私たちも感染予防に積極的に取

り組み、そして風評被害が広がら

ないように心がけて参ります。 

今回の口蹄疫感染は１０年前に

発生した時とは比べ物にならない

宮崎県内の飼育頭数の四分の一

以上にも及ぶ牛や豚にまで感染

し未曾有の殺処分が行われてい

ます。 

今回の口蹄疫感染拡大を考える

に、ふっとこれって人災ではない

かなぁ～と思うのは私だけでしょう

か。 あまりにも政府のお粗末な

対応とその遅さには畜産関係者

ではない私でさえ怒りを覚えてし

まいます。 

というのは、町が消えるほどの

危機的状況にもかかわらず政治

は一体何を主導したのか。 
こういう危機が起きたときこ

そ、政治の振る舞いとして一番

大切なことは現場を信用し、ヒ

ト、モノ、カネの持ち駒を総動

員し現場を全面的に支援するこ

とではないかと思います。 
しかし、残念なことに農水省に

ある専門的な情報や人材を登用

し生かされることなく、対応が

後手に回ったことが、初期の封

じ込めに失敗してしまったので

はないかと推測できます。 
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 いよいよくるときが来たぁ～という気がしないでもない今日この頃。国民のため、国のためとの発言 

の割には、夏の参議院選挙対策が優先してしまってぇ～、心ここにあらずというかんじでしょうか。 
目標としていたイギリスの議会方式も頓挫。間違っても同じ道を歩んで欲しくないですね。 

 

バリアフリー基本構想について
～国交省まとめ 

国土交通省は、2009年３月末現在に

おける全国1,800市町村のバリアフリー

基本構想の作成状況をまとめた。 

1,335市町村(全体の74％)が「作成予

定なし」と答えた。基本構想は、バリア

フリー新法に基づき、駅などの旅客施

設とその周辺地域を一体的にバリアフ

リー化するために市町村が作成する計

画。交通事業者・道路管理者などはこ

の構想に基づきバリアフリー事業を行

うことになっている。 

宮崎市においては、建築指導課建築

福祉係が中心となり、これから建設が

予定されている公共施設のバリアフリ

ーに関する詳細検討ならびに宮崎市

内の大型・中型・小規模施設の建物に

おける、バリアフリー建築物顕彰事業

を行っている。 

★障害者制度改革推進会議～ 
省庁からヒアリング 

障がい者制度改革推進会議の第９回会合が４

月26日に内閣府で開かれ、「インクルーシブ教
育」(障害者権利条約第24条)が焦点となった。

権利条約やインクルーシブ教育については前
回説明をした通りであるが、権利条約は、教育

についての障害者の権利を認め、「障害を理由
に一般教育制度から排除されない」などとして

いるため会議では「原則は地域の普通学校と
し、特別支援学校を選択する権利も保障する」

との方向性をまとめた。障害があると就学先が
原則特別支援学校とされる現行の学校教育法

施行令は障害に基づく分離の制度だとして、廃
止にも言及していた。 

これに対し文科省は、「原則を特別支援学校と
する現行の就学先決定の仕組みは見直すこと

を検討している」としたが、「就学先決定のプロ
セスで保護者の意見を最大限尊重する仕組み

を構築する。法制度上の決定主体は教育委員
会となる」(高井美穂・政務官)との回答に終始

し、保護者の選択権と同意を前提とした決定に
するという立場を明確にしなかったため、「普通

学校へ行きたいと言っているのに来るなと言わ
れる現実がある。本人や保護者の選択権を最

大限尊重すると明言してほしい」と注文。文科省
は改めて解答を示す予定となった。 

 

 
 

平成２２年５月２０日（木曜日）に無事に本年度の通常総会を終えることができました。 

ありがとうございました。 

審議承認頂いた議題は、 

①２１年度の事業報告並びに収支決算 

②２２年度の事業計画並びに事業収支予算 

③規約改正 → 会の名称を 宮崎市肢体不自由児・者父母の会(児と者の間に｢・｣を加える) 

         → 副会長の定数を３名から、１～３名に変更 

→ 弔慰金を弔電のみから、弔電もしくは献花とする。 

その他の事項については、当日お渡しした総会資料、欠席された皆様には本親つばめと一緒に

同封させて頂きました総会資料をご参照ください。 

第２部では、宮崎市市役所障害福祉課からお二人の担当者の方をお迎えし、最近の国の制度改

革をはじめ障がい福祉事情についてお話しを頂きました。 また、事前に寄せられた質問事項に

ついても、ほぼ漏れなく回答を頂くことができました。 詳細につきましては、同封の資料を参照く

ださい。今後も、障がい福祉に関する勉強会を定期的に開催していきますので、ご期待ください。 

行事のお知らせ 
 
 

毎年恒例の療育キャンプの開催日が決定しました。 

開催日 → ８月７日(金)～８日(土) 

場  所 → サンホテルフェニックス    

例年、育成会との合同キャンプとして開催していますが、 

今年は、肢体不自由児・者父母の会単独で療育キャンプを開催 

することになりました。 

今年は海が近くにはありますが、海水浴ではなく自然を 

満喫できるような楽しい療育キャンプとなるように、皆さん 

に喜んでいただけるような企画を考えています。 

なお、キャンプのプログラムや参加費などの詳細は、 

現在企画を取りまとめていますので、次回の７月号と 

チラシなどで詳しくお知らせします。 

なお、今年は宮崎県からの療育キャンプの助成金が 

大幅に削減をされておりますので、もしかしたら多少の 

ご負担増をお願いすることになるかもしれませんので、そのときはどうぞご理解のほどよろしく 

お願いいたします。 

☆ 募集 
例年療育キャンプの二日目に保護者対象の勉強会を企画して皆様方と一緒に勉強をさせて

頂いていますが、こんな話しを聞きたいとか、こんな勉強をしたいという、ご希望をお聞かせくだ

さい。 ご希望の内容に沿った勉強会や研修会の準備をさせて頂きたいと考えています。 

 

平成 23年度心身障害児者関係予算に関する重点要書を提出 
（社団法人全国肢体不自由児･者父母の会連合会として要求） 

全肢連として、来年度へ向けての予算要求として、特に重点要望として下記の 5項目を提出。 

１．障害基礎年金・特別障害者手当を拡大し、所得保障の充実を早急に図るとともに、地域社会 

で自立した生活が営めるよう、所得・給付制限を緩和し、「住宅手当」を創設。 

２．福祉サービス（介護給付、訓練等給付）、自立支援医療、補装具の月額費用を合算し、負担 

上減額を改定し、負担の一層の軽減。 

３．多様化する重度重複障害者(医療的ケアを必要とする障害者を含む)のショートステイ施設の 

増設・増床および、事業運営を助成し、保護者支援。 

４．親の高齢化に伴い緊急一時短期入所の必要度が増している。療護施設、重心施設等の福祉 

施設で対応できるように財政的支援を含め要望。 

５．福祉施設、福祉事業所がその従事者(ホームヘルパーを含む)に対して医療的ケアの実務者 

研修の受講支援。 

その他、厚労省、文科省、国交省、内閣府に関連要望事項、並びに新制度立案に対する要望等 

多義に渡り要望書が提出されました。         （詳細について知りたい方は事務局まで。） 

 


